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１．災害復旧貸付（日本政策金融公庫＜以下「公庫」＞、商工中金＜以下「中金」＞）

　＜利用対象者＞　本地震による災害により被害を受けた中小事業者

　＜資金用途＞　　災害復旧のための設備資金及び長期運転資金

　＜融資限度額＞　別枠で実施

　　　　　　　　　公庫：（中小企業事業：涅．涵億円、国民生活事業：３千万円）

　　　　　　　　　中金：涅．涵億円

　＜貸付期間＞　　公庫：（中小企業事業、国民生活事業）設備資金及び長期運転資金とも

　　　　　　　　　　　　涅濤年以内（据置２年以内）

　　　　　　　　　中金：設備資金及び長期運転資金とも涅濤年以内（据置２年以内）

　＜貸付利率＞　　公庫：中小事業：涅．淦涵％、国民事業：淹．淹涵％

　　　　　　　　　　　　中金：涅．淦涵％

　　　　　　　　　　注：貸付期間５年以内の基準利率（Ｈ淹渕．渕．涅淹現在）

　＜金利引下げ＞　罹災証明等がある場合、当初３年間は貸付額のうち１千万円を限度と

して貸付金利から濤．淆％を引き下げ

２．生活衛生関係営業者等への災害貸付（公庫）

　＜利用対象者＞　生活衛生関係営業者等（営業者、組合等）

　＜資金用途＞　　設備資金

　＜融資限度額＞　全機関を通じ１貸付先当たり融資額のうち１千万円（組合等は３千万

円）まで

　＜貸付期間＞　　各貸付制度に定められた貸付期間（据置：原則２年以内）

　＜貸付利率＞　　貸付日から当初３年間の貸付利率については、基準金利からマイナス

濤．淆％

　

３．災害関係保証（信用保証協会）

　＜利用対象者＞　本地震による災害により主要な事業用資産に直接的に被害を受けた

　　　　　　　　　中小事業者等

　＜対象資金＞　　事業再建資金

　＜保証限度額＞　無担保８千万円、普通２億円

　　　　　　　　　（一般保証とは別枠。涅濤濤％保証）

　＜保証期間＞　　各信用保証協会所定（各信用保証協会に問い合せのこと）

　＜保証料率＞　　各信用保証協会所定（各信用保証協会に問い合せのこと）

　＜担　　保＞　　弾力的取り扱い

　＜保 証 人＞　　原則不要（代表者保証は必要）

　＜注意事項＞　　激震災害による直接的な被害を受けた事業所の所在地の市区町村・消

防署等から罹災証明を発行してもらい、これを信用保証協会に提出す

ることが必要

　　　　　　　　　　

４．被災中小事業者の既往債務の負担軽減（日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会）

　　返済猶予等既往債務の条件変更、返済猶予申し込み遅延時の遡及対応、本人確認等の

審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応

５．雇用調整助成金

　　東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合につい

ても利用可能。（但し、本地震を直接的な理由＜避難勧告、避難指示などの法令上の制

限を理由とするもの等＞は「経済上の理由」に該当しないので本助成金の対象外）

　○具体的な活用事例

　　・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができ

ない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合

　　・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため、早期の修理

が不可能であり生産量が減少した場合

　　・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減

少したり農産物の売り上げが減少した場合

　　・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

　　※既に雇用調整助成金を利用している事業者が、東北太平洋沖地震被害の影響を受け

休業を行う場合も助成対象となる

　

　○主な支給要件

　　・最近３ヶ月の生産量、売上高等がその直前の３ヶ月又は前年同期と比べ５％以上減

少している雇用保険適用事業所の事業主

　　・休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け

出る必要があるので、本助成金を受給使用とする場合は労働局又はハローワークに

問い合わせのこと

　　・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に所在する

事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近１ヶ月の生産量、売上高

等がその直前の１ヶ月又は前年同期と比べ、５％以上減少していれば対象

６．地方税（固定資産税、自動車税等）の特別措置

　＜支援対象者＞　災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の条件を満たす

方

　＜支援内容＞　　地方税の減免または免除、徴収の猶予、申告・納税期限等の延長

７．ＮＨＫ放送受信料の免除

　＜免除の範囲と免除期間＞

　　　機　災害救助法が適用された区域内において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度被

害を受けた建物の放送受信契約：平成淹渕年３月～平成淹渕年８月

　　　帰　災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、

指示または退去命令を継続して１ヶ月以上受けている者の放送受信契約：平成淹渕

年３月～平成淹渕年８月。但し、同年９月１日以降も引き続き災害対策基本法に基

づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属す

る月の翌月まで

　　　※機、帰とも該当する場合は帰を適用。通常は２ヶ月だが、今回は期間を延長

　＜手続き方法＞

　　　ＮＨＫによる調査等により、免除手続きを行う。

１．セーフティネット貸付（日本政策金融公庫＜以下「公庫」＞、商工中金＜以下「中金」＞）

　＜利用対象者＞　社会的・経済的環境の変化等外的な要因により一時的に業績が悪化し、

資金繰りに著しい支障をきたした事業者の方で中長期的にはその回復

が見込まれる方

　＜資金用途＞　　設備資金及び長期運転資金

　＜融資限度額＞　公庫：（中小企業事業：淦．淹億円、国民生活事業：渊．涸千万円）

　　　　　　　　　中金：（淦．淹億円）

　＜貸付期間＞　　日本公庫：（中小企業事業、国民生活事業）、商工中金とも

　　　　　　　　　設備資金：涅涵年以内（据置３年以内）

　　　　　　　　　運転資金：８年以内（据置３年以内）

　＜貸付利率＞　　公庫：（中小企業事業：涅．淦涵％、国民生活事業：淹．淹涵％）

基準利率（一定の要件に該当する場合、金利控除＜濤．淹％、

濤．渕％又は濤．涵％＞の適用可能）

　　　　　　　　　中金：所定の利率（要問い合わせ）

　　　　　　　　　注：貸付期間５年以内の基準利率（Ｈ淹渕．渕．涅淹現在）

２．セーフティネット保証（信用保証協会）

　＜利用対象者＞　特に業況の悪化している業種に属し、売上高の減少などの影響を受け

ている中小企業が対象

　＜保証限度額＞　無担保８千万円、普通２億円

　　　　　　　　　（一般保証とは別枠。涅濤濤％保証）

　＜保証期間＞　　各信用保証協会所定（各信用保証協会に問い合せのこと）

　＜保証料率＞　　各信用保証協会所定（各信用保証協会に問い合せのこと）

　＜担　　保＞　　弾力的取り扱い

３．雇用調整助成金

　　東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合につい

ても利用可能

　○具体的な活用事例、主な支給要件は「Ⅰ　被災地への支援策　５」の同一項目に記載

したものと同一

　全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合

会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局等に特別窓口を実施

　機融資に関する相談

　　・日本政策金融公庫　平日　　　ＴＥＬ：濤涅淹濤Z涅涵渊Z涵濤涵

　　　　　　　　　　　　　土休日　　ＴＥＬ：濤涅淹濤Z渕淹淦Z淦淆濤（中小事業）

　　　　　　　　　　　　　土休日　　ＴＥＬ：濤涅淹濤Z淹淹濤Z渕涵渕（国民事業）

　　・沖縄振興開発金融公庫　　　　　ＴＥＬ：濤淆涸Z淆渊涅Z涅淦淆涵

　　・商工組合中央金庫　平日　　　ＴＥＬ：濤涅淹濤Z濤淦淆Z渕淇淇

　　　　　　　　　　　　　土休日　　ＴＥＬ：濤涅淹濤Z涵渊淹Z淦涅涅

　帰保証に関する相談

　　各都道府県に所在する信用保証協会にお問い合せ下さい

　　連絡先は「全国信用保証協会連合会」のホームページからご確認下さい

　　http:/ /www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.htm l

　毅資金繰り支援制度に関する相談

　　・最寄りの経済産業局　　毎日　　　　　　　ＴＥＬ：濤涵淦濤Z濤淇渊Z渕涵濤

　　・中小企業庁金融課　　　平日のみ　　　　　ＴＥＬ：濤渕Z渕涵濤涅Z淹涸淦淇

　気雇用調整助成金に関する相談

　　・最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

　汽地方税の特別措置に関する相談

　　・最寄りの自治体役所の税務課等

　畿ＮＨＫ放送受信料の免除に関する相談

　　・ＮＨＫ　ナビダイヤル　　ＴＥＬ：濤涵淦濤Z濤淦淦Z濤淦淦　

　　　　　　　　　　または　　ＴＥＬ：濤涵濤Z渕淦涸淇Z涵濤濤渕
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